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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に設けられた特別図柄始動口と、
　特別図柄を表示するための特別図柄表示装置と、
　前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して前記特別図柄表示装置にて前記
特別図柄の変動表示を行なう特別図柄変動手段と、
　該特別図柄表示装置にて行なわれる前記変動表示の変動パターンが少なくとも１つ格納
され、該変動パターンにより特別図柄および該特別図柄の演出用の図柄である演出図柄を
互いに同期させて変動の開始および停止を行なうための変動テーブルと、
　前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して変動パターン決定用乱数を抽出
し、該変動パターン決定用乱数に基づいて前記変動テーブルから前記変動パターンを選択
する変動パターン選択手段と、
　前記遊技領域に設けられ、前記変動パターン選択手段により選択された変動パターンに
対応する演出画像を表示するための演出画像表示装置と、
　前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して特別図柄決定用乱数を抽出し、
該特別図柄決定用乱数に基づいて前記特別図柄表示装置に表示する特別図柄を決定する特
別図柄決定手段と、
　該特別図柄決定手段によって決定された前記特別図柄の表示に同期して、前記演出図柄
を前記演出画像表示装置に表示する演出図柄表示手段と、
　を備えた遊技機において、
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　前記変動テーブルとして、少なくとも
　予め定められた特定の変動パターンである終了変動パターンのみが格納された終了変動
テーブルと、
　前記終了変動パターン以外の変動パターンである継続変動パターンのみが格納された継
続変動テーブルとが存在し、前記特別図柄に対応して予め規定回数が定められており、該
特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されたことに起因して、該表示された前記特別図
柄に対応して定められた前記規定回数だけ更に前記特別図柄が変動されるまで、当該遊技
機の遊技者に特典を付与する特典付与手段と、
　前記終了変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記演出画像として、当
該遊技機の遊技者に見立てた味方キャラクタと、該味方キャラクタに対抗する敵キャラク
タとが戦い、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに敗れる画像を前記演出画像表示装
置に表示する終了演出画像表示手段と、
　前記継続変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記演出画像として、前
記味方キャラクタが前記敵キャラクタに勝利する画像でも、前記味方キャラクタが前記敵
キャラクタに敗れる画像でもない画像を前記演出画像表示装置に表示する継続画像表示手
段とを備え、
　前記変動パターン選択手段は、
　前記特典が付与された状態における前記特別図柄の変動表示の回数が、前記規定回数に
満たない場合は前記継続変動テーブルから前記変動パターンを選択し、前記規定回数に等
しい場合は前記終了変動テーブルから前記変動パターンを選択するものであり、
　前記特別図柄が複数存在し、且つ該複数の前記特別図柄の中には、前記規定回数として
互いに異なる値が定められたものが存在し、
　前記演出図柄表示手段は、
　前記規定回数が異なる特別図柄に対しても、同じ前記演出図柄を前記演出画像表示装置
に表示するものであることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、図柄が所定回数変動される間、遊技者に特典が付与される遊技機に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機（パチンコ遊技機）は、発射された遊技球が始動口に入球すると特別図柄
の変動を開始し、特定の特別図柄が確定表示されると、大当り遊技を発生させる。特に最
近の遊技機は、所定の条件が成立すると、特定の特別図柄が表示される確率が高い状態（
確率変動状態、高確率状態などという）に移行させる機種が主流である。高確率状態に移
行させる条件としては、前記特定の特別図柄の中から設定された確変図柄などと呼ばれる
特別図柄が表示されたことを挙げることができる。
【０００３】
　この高確率状態を終了させて特定の特別図柄が表示される確率が低い状態（通常状態、
低確率状態などという）に移行させる条件としては、前記特定の特別図柄の中から設定さ
れた通常図柄などと呼ばれる特別図柄が表示されたことを挙げることができる。また、特
許文献１に示すように、特別図柄が所定回数変動されることにより高確率状態を終了させ
ることも考えられる。特に特許文献１では、大当り遊技を発生させた特別図柄に応じ、終
了契機となる変動回数が変化する構成となっている。
【０００４】
　高確率状態以外の特典として、開放延長状態を付与する遊技機も存在する。開放延長状
態とは、始動口に設けられている普通電動役物が備える翼片を開放する時間を延長させる
もので、開放延長状態になると、始動口に容易に入球するようになり、該入球に対して払
い出される賞球により、遊技者は持玉が減りにくい状態で遊技をすることが可能となる。
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なお、翼片の開放の契機となるのは、普通図柄の当選であり、この普通図柄は遊技機の備
えるゲート（普通図柄始動口）を遊技球が通過したことを起因として変動を開始し、特定
の普通図柄が確定表示されると、翼片が開放する。開放延長状態になると、通常、普通図
柄の変動時間が短縮されるので、開放延長状態を時短状態とも言う。
【０００５】
　この開放延長状態には、大当り遊技の発生により移行される機種が一般的であり、所定
回数、特別図柄が変動されると、開放延長状態が終了する機種が多い。例えば特許文献２
には、大当り遊技の発生契機となった特別図柄に応じ、開放延長状態の終了契機となる特
別図柄の変動回数が変化する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２８８１９４号公報
【特許文献２】特開２００４－１０５３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記した高確率状態や開放延長状態を、特別図柄が所定回数変動される
と終了する構成とすると、「終了する以前に再び大当り遊技を発生させたい」という遊技
興趣を生み出すことはできるものの、これは高確率状態や開放延長状態という特典が付与
される前の状態と本質的に変わるものではない。すなわち、これらの特典が付与されてい
ない状態では、特別図柄が変動し、当たれば大当り遊技の発生、外れれば現状維持である
。一方、これらの特典が付与された状態では、特別図柄が変動し、当たれば大当り遊技の
発生、外れれば特典の維持（前記した特典の終了条件が成立した場合を除く）である。
　本発明は係る課題に鑑みなされたものであり、図柄が所定回数変動される間に限り特典
が付与される機種において、今までにない遊技興趣を持たせることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためになされた本発明の第１参考例の遊技機は、遊技域に設けられ
た特別図柄始動口と、前記遊技域に設けられ、特別図柄を表示するための特別図柄表示装
置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して前記特別図柄表示装置にて
前記特別図柄の変動表示を行なう特別図柄変動手段と、該特別図柄表示装置にて行なわれ
る前記変動表示の変動パターンが少なくとも１つ格納された変動テーブルと、前記特別図
柄始動口に遊技球が入球したことに起因して変動パターン決定用乱数を発生させ、該変動
パターン決定用乱数に基づいて前記変動テーブルから前記変動パターンを選択する変動パ
ターン選択手段と、前記遊技域に設けられ、前記変動パターン選択手段により選択された
変動パターンに対応する演出画像を表示するための演出画像表示装置と、前記特別図柄始
動口に遊技球が入球したことに起因して特別図柄決定用乱数を発生させ、該特別図柄決定
用乱数に基づいて前記特別図柄表示装置に表示する特別図柄を決定する特別図柄決定手段
と、該特別図柄決定手段によって決定された前記特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示
されるに同期して、前記特別図柄の演出用の図柄である演出図柄を前記演出画像表示装置
に表示する演出図柄表示手段とを備えた遊技機において、前記変動テーブルとして、少な
くとも予め定められた特定の変動パターンである終了変動パターンのみが格納された終了
変動テーブルと、前記終了変動パターン以外の変動パターンである継続変動パターンのみ
が格納された継続変動テーブルとが存在し、前記特別図柄に対応して予め規定回数が定め
られており、該特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されたことに起因して、該表示さ
れた前記特別図柄に対応して定められた前記規定回数だけ更に前記特別図柄が変動される
まで、当該遊技機の遊技者に特典を付与する特典付与手段とを備え、前記変動パターン選
択手段は、前記特典が付与された状態における前記特別図柄の変動表示の回数が、前記規
定回数に満たない場合は前記継続変動テーブルから前記変動パターンを選択し、前記規定
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回数に等しい場合は前記終了変動テーブルから前記変動パターンを選択するものであり、
前記特別図柄が複数存在し、且つ該複数の前記特別図柄の中には、前記規定回数として互
いに異なる値が定められたものが存在し、前記演出図柄表示手段は、前記規定回数が異な
る特別図柄に対しても、同じ前記演出図柄を前記演出画像表示装置に表示するものであっ
て、少なくとも前記終了変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、複数の演出
図柄を配列させてそれぞれ変動表示させ、該複数の演出図柄のうち、１つの演出図柄につ
いては他の演出図柄よりも遅れて前記変動表示を停止させ且つ前記他の演出図柄は互いに
同じ演出図柄で停止させ、前記１つの演出図柄は他の演出図柄とは異なる演出図柄で停止
させるリーチアクションを行なうものであり、前記終了変動パターンにて前記特別図柄が
変動される際には、前記リーチアクションを演出するために予め定められた終了演出画像
を前記演出画像表示装置に表示する終了演出画像表示手段を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　なお、複数の特別図柄の中には、規定回数がないものがあってもよい。こうした特別図
柄の規定回数は０回と解釈すればよいからである。ただし最低２個の特別図柄については
、０以外の規定回数が設定されているものとする（例えば、特別図柄Ａの規定回数は１０
回、特別図柄Ｂの規定回数は２０回）。演出図柄表示手段は、規定回数が異なる特別図柄
に対して同じ演出図柄を演出画像表示装置に表示するものであるが、これは「特別図柄の
規定回数が異なっていても必ず同じ演出図柄を表示する」という意味ではない。例えば、
特別図柄Ａの規定回数は１０回、特別図柄Ｂの規定回数は２０回、特別図柄Ｃの規定回数
は３０回、特別図柄Ｄの規定回数は４０回となっており、これら４種類以外の特別図柄の
規定回数が０回であった場合には、これら４種類の特別図柄の中の最低２種類に関しては
、同じ演出図柄が演出画像表示装置に表示されるという意味である（もちろん、４種類い
ずれの特別図柄が特別図柄表示装置に表示されても、１つの演出図柄を演出図柄表示装置
に表示する構成としてもよい）。この結果、演出図柄を見ているだけでは、規定回数が何
回かを判断することは完璧にできないことになる。　
【００１０】
　請求項１に記載の本発明は、遊技領域に設けられた特別図柄始動口と、特別図柄を表示
するための特別図柄表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して
前記特別図柄表示装置にて前記特別図柄の変動表示を行なう特別図柄変動手段と、該特別
図柄表示装置にて行なわれる前記変動表示の変動パターンが少なくとも１つ格納され、該
変動パターンにより特別図柄および該特別図柄の演出用の図柄である演出図柄を互いに同
期させて変動の開始および停止を行なうための変動テーブルと、前記特別図柄始動口に遊
技球が入球したことに起因して変動パターン決定用乱数を抽出し、該変動パターン決定用
乱数に基づいて前記変動テーブルから前記変動パターンを選択する変動パターン選択手段
と、前記遊技領域に設けられ、前記変動パターン選択手段により選択された変動パターン
に対応する演出画像を表示するための演出画像表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球
が入球したことに起因して特別図柄決定用乱数を抽出し、該特別図柄決定用乱数に基づい
て前記特別図柄表示装置に表示する特別図柄を決定する特別図柄決定手段と、該特別図柄
決定手段によって決定された前記特別図柄が前記特別図柄表示装置の表示に同期して、前
記演出図柄を前記演出画像表示装置に表示する演出図柄表示手段とを備えた遊技機におい
て、前記変動テーブルとして、少なくとも予め定められた特定の変動パターンである終了
変動パターンのみが格納された終了変動テーブルと、前記終了変動パターン以外の変動パ
ターンである継続変動パターンのみが格納された継続変動テーブルとが存在し、前記特別
図柄に対応して予め規定回数が定められており、該特別図柄が前記特別図柄表示装置に表
示されたことに起因して、該表示された前記特別図柄に対応して定められた前記規定回数
だけ更に前記特別図柄が変動されるまで、当該遊技機の遊技者に特典を付与する特典付与
手段と、前記終了変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記演出画像とし
て、当該遊技機の遊技者に見立てた味方キャラクタと、該味方キャラクタに対抗する敵キ
ャラクタとが戦い、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに敗れる画像を前記演出画像
表示装置に表示する終了演出画像表示手段と、前記継続変動パターンにて前記特別図柄が
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変動される際には、前記演出画像として、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに勝利
する画像でも、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに敗れる画像でもない画像を前記
演出画像表示装置に表示する継続画像表示手段とを備え、前記変動パターン選択手段は、
前記特典が付与された状態における前記特別図柄の変動表示の回数が、前記規定回数に満
たない場合は前記継続変動テーブルから前記変動パターンを選択し、前記規定回数に等し
い場合は前記終了変動テーブルから前記変動パターンを選択するものであり、前記特別図
柄が複数存在し、且つ該複数の前記特別図柄の中には、前記規定回数として互いに異なる
値が定められたものが存在し、前記演出図柄表示手段は、前記規定回数が異なる特別図柄
に対しても、同じ前記演出図柄を前記演出画像表示装置に表示するものであることを特徴
とする。
【００１１】
　なお、特別図柄の味方キャラクタ、敵キャラクタとも、それぞれ１体とは限らない、１
対多の戦いでもよいし、多対多の戦いが終了演出画像表示手段によって表示される構成で
もよい。また、終了変動パターン、継続変動パターンともに複数存在しても構わない。複
数のこれらの変動パターンの中から変動パターン選択手段が変動パターンを選択する。反
面、終了変動テーブル、継続変動テーブルとも、格納されている変動パターンは１個のみ
でもよい。この場合、変動テーブルを選択するだけで、変動パターンが決定されることに
なるが、本発明ではこの場合も「（変動パターンの）選択」と呼ぶことにする。これは後
述する当選変動テーブルも同様であり、当選変動パターンとして１個のみが格納されてい
ても良い。
【００１２】
　本発明の第２参考例は、遊技域に設けられた特別図柄始動口と、前記遊技域に設けられ
、特別図柄を表示するための特別図柄表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球し
たことに起因して前記特別図柄表示装置にて前記特別図柄の変動表示を行なう特別図柄変
動手段と、該特別図柄表示装置にて行なわれる前記変動表示の変動パターンが少なくとも
１つ格納された変動テーブルと、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して
変動パターン決定用乱数を発生させ、該変動パターン決定用乱数に基づいて前記変動テー
ブルから前記変動パターンを選択する変動パターン選択手段と、前記遊技域に設けられ、
前記変動パターン選択手段により選択された変動パターンに対応する演出画像を表示する
ための演出画像表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して特別
図柄決定用乱数を発生させ、該特別図柄決定用乱数に基づいて前記特別図柄表示装置に表
示する特別図柄を決定する特別図柄決定手段と、該特別図柄決定手段によって決定された
前記特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されるに同期して、前記特別図柄の演出用の
図柄である演出図柄を前記演出画像表示装置に表示する演出図柄表示手段と、前記遊技域
に設けられ、前記特別図柄表示装置に表示された前記特別図柄が予め定められた特定の特
別図柄であった場合に開放されて入球可能な状態となる特別電動役物とを備えた遊技機に
おいて、前記変動テーブルとして、少なくとも予め定められた特定の変動パターンである
終了変動パターンのみが格納された終了変動テーブルと、前記終了変動パターン以外の変
動パターンである当選変動パターンのみが格納された当選変動テーブルと、前記終了変動
パターンおよび前記当選変動パターンのいずれでもない変動パターンである継続変動パタ
ーンのみが格納された継続変動テーブルとが存在し、前記特別図柄に対応して予め規定回
数が定められており、該特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されたことに起因して、
該表示された前記特別図柄に対応して定められた前記規定回数だけ更に前記特別図柄が変
動されるまで、当該遊技機の遊技者に特典を付与する特典付与手段と、前記終了変動パタ
ーンにて前記特別図柄が変動される際には、前記演出画像として、当該遊技機の遊技者に
見立てた味方キャラクタと、該味方キャラクタに対抗する敵キャラクタとが戦い、前記味
方キャラクタが前記敵キャラクタに敗れる画像を前記演出画像表示装置に表示する終了演
出画像表示手段と前記当選変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記味方
キャラクタと、前記敵キャラクタとが戦い、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに勝
つ画像または前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに一旦負けた後に復活する画像を前
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記演出画像表示装置に表示する当選演出画像表示手段と、前記継続変動パターンにて前記
特別図柄が変動される際には、前記演出画像として、前記味方キャラクタが前記敵キャラ
クタに勝利する画像でも、前記味方キャラクタが前記敵キャラクタに敗れる画像でもない
画像を前記演出画像表示装置に表示する継続画像表示手段とを備え、前記変動パターン選
択手段は、前記特典が付与された状態における前記特別図柄の変動表示の結果、前記特別
図柄表示装置に前記特定の特別図柄が表示される場合には、前記当選変動テーブルから前
記変動パターンを選択し、該変動表示の結果、前記特別図柄表示装置に前記特定の特別図
柄が表示されない場合には、該変動表示の回数が、前記規定回数に満たなければ前記継続
変動テーブルから前記変動パターンを選択し、前記規定回数に等しければ前記終了変動テ
ーブルから前記変動パターンを選択するものであり、前記特別図柄が複数存在し、且つ該
複数の前記特別図柄の中には、前記規定回数として互いに異なる値が定められたものが存
在し、前記演出図柄表示手段は、前記規定回数が異なる特別図柄に対しても、同じ前記演
出図柄を前記演出画像表示装置に表示するものであることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第３参考例は、遊技域に設けられた特別図柄始動口と、前記遊技域に設けられ
、特別図柄を表示するための特別図柄表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球し
たことに起因して前記特別図柄表示装置にて前記特別図柄の変動表示を行なう特別図柄変
動手段と、該特別図柄表示装置にて行なわれる前記変動表示の変動パターンが少なくとも
１つ格納された変動テーブルと、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して
変動パターン決定用乱数を発生させ、該変動パターン決定用乱数に基づいて前記変動テー
ブルから前記変動パターンを選択する変動パターン選択手段と、前記遊技域に設けられ、
前記変動パターン選択手段により選択された変動パターンに対応する演出画像を表示する
ための演出画像表示装置と、前記特別図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して特別
図柄決定用乱数を発生させ、該特別図柄決定用乱数に基づいて前記特別図柄表示装置に表
示する特別図柄を決定する特別図柄決定手段と、該特別図柄決定手段によって決定された
前記特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されるに同期して、前記特別図柄の演出用の
図柄である演出図柄を前記演出画像表示装置に表示する演出図柄表示手段と、前記遊技域
に設けられ、前記特別図柄表示装置に表示された前記特別図柄が予め定められた特定の特
別図柄であった場合に開放されて入球可能な状態となる特別電動役物とを備えた遊技機に
おいて、前記変動テーブルとして、少なくとも予め定められた特定の変動パターンである
終了変動パターンのみが格納された終了変動テーブルと、前記終了変動パターン以外の変
動パターンである当選変動パターンのみが格納された当選変動テーブルと、前記終了変動
パターンおよび前記当選変動パターンのいずれでもない変動パターンである継続変動パタ
ーンのみが格納された継続変動テーブルとが存在し、前記特別図柄に対応して予め規定回
数が定められており、該特別図柄が前記特別図柄表示装置に表示されたことに起因して、
該表示された前記特別図柄に対応して定められた前記規定回数だけ更に前記特別図柄が変
動されるまで、当該遊技機の遊技者に特典を付与する特典付与手段とを備え、前記変動パ
ターン選択手段は、前記特典が付与された状態における前記特別図柄の変動表示の結果、
前記特別図柄表示装置に前記特定の特別図柄が表示される場合には、前記当選変動テーブ
ルから前記変動パターンを選択し、該変動表示の結果、前記特別図柄表示装置に前記特定
の特別図柄が表示されない場合には、該変動表示の回数が、前記規定回数に満たなければ
前記継続変動テーブルから前記変動パターンを選択し、前記規定回数に等しければ前記終
了変動テーブルから前記変動パターンを選択するものであり、前記特別図柄が複数存在し
、且つ該複数の前記特別図柄の中には、前記規定回数として互いに異なる値が定められた
ものが存在し、前記演出図柄表示手段は、前記規定回数が異なる特別図柄に対しても、同
じ前記演出図柄を前記演出画像表示装置に表示するものであって、少なくとも前記終了変
動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、複数の演出図柄を配列させてそれぞれ
変動表示させ、該複数の演出図柄のうち、１つの演出図柄については他の演出図柄よりも
遅れて前記変動表示を停止させ且つ前記他の演出図柄は互いに同じ演出図柄で停止させ、
前記１つの演出図柄は他の演出図柄とは異なる演出図柄で停止させるリーチアクションを
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行ない、前記当選変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記複数の演出図
柄を全て同じ演出図柄で停止させるリーチアクションを行なうものであり、前記終了変動
パターン又は前記当選変動パターンにて前記特別図柄が変動される際には、前記リーチア
クションを演出するために予め定められた終了演出画像を前記演出画像表示装置に表示す
る終了演出画像表示手段を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第４参考例は、第２参考例または第３参考例の遊技機において、ｎを２以上の
整数とするとき、前記規定回数として１が設定された前記特別図柄、前記規定回数として
２が設定された前記特別図柄、・・・、および前記規定回数としてｎが設定された前記特
別図柄が、いずれも存在し、前記演出図柄表示手段は、これらｎ個の前記特別図柄に対し
て、共通の前記演出図柄を前記演出画像表示装置に表示するものであることを特徴とする
。
【００１５】
　これは、１～ｎの各自然数を規定回数とする特別図柄が全て存在するという意味である
。例えばｎ＝３なら、規定回数が１の特別図柄、規定回数が２の特別図柄、および規定回
数が３の特別図柄の何れもが存在することになる。また、ある規定回数の特別図柄が１つ
のみである必要はない。例えば規定回数が１の特別図柄は３個、規定回数が２の特別図柄
は２個、規定回数が３の特別図柄は１個などと定めても良い。なお、ｎ＝２として本発明
の遊技機を構成する場合には、規定回数として１の特別図柄と、規定回数として２の特別
図柄が存在すればよい。また、「共通の前記演出図柄」は１つとは限らない。例えば特別
図柄の規定回数が偶数であれば、演出図柄として「★」を表示し、特別図柄の規定回数が
奇数であれば、演出図柄として「○」を表示するといったことをしてもよい。要は、遊技
者が演出図柄を見ただけでは規定回数が分かりにくい構成となっていれば良い。
【００１６】
　本発明の第５参考例は、第２参考例から第４参考例のいずれかに記載の遊技機において
、前記遊技域に設けられた普通図柄始動口と、前記遊技域に設けられ、普通図柄を表示す
るための普通図柄表示装置と、前記普通図柄始動口に遊技球が入球したことに起因して前
記普通図柄表示装置にて普通図柄の変動表示を行なう普通図柄変動手段と、前記遊技域に
設けられ、前記普通図柄表示装置に表示された普通図柄が予め定められた特定の図柄であ
った場合に開放され、該開放により該開放がされていない状態に比べ前記特別図柄始動口
への入球を容易にする普通電動役物と、前記特典が付与されると、該付与の起因となった
特別図柄の前記規定回数に関わらず、一定の回数、特別図柄が変動されるまで、前記普通
電動役物が開放される時間を延長する開放延長発生手段とを備え、前記特典が、前記特別
図柄表示装置に表示する特別図柄として前記特定の特別図柄が決定される確率が増大する
ことであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の第１参考例の遊技機においては、複数の特別図柄に対して特典が付与される期
間（正確には特別図柄の変動回数）を規定する規定回数が設定されており、特別図柄表示
装置に表示された特別図柄を見ていれば、付与された特典の終了契機は、あと何回特別図
柄が変動されたときであるかを予想することができる。ただし、これら特別図柄の中には
、規定回数が異なるにも関わらず同じ演出図柄が演出画像表示装置に表示されるものが存
在するため、こうした特別図柄に関しては、演出画像表示装置を見ているだけでは規定回
数が分からない。なお、前述したように特別図柄の中には規定回数が０のものがあっても
よく、こうした特別図柄が表示された場合には遊技者に特典は付与されない。
【００１８】
　そして変動パターン選択手段は、特典が付与された状態においては、終了契機となる特
別図柄の変動パターンは、終了変動テーブルから選択し、それ以外（ただし特典は付与さ
れているものとする）の特別図柄の変動パターンは、継続変動テーブルから選択する。終
了変動テーブルは、終了変動パターンのみが格納されており、継続変動テーブルは継続変
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動パターンのみが格納されている。継続変動パターンは終了変動パターンとは異なる変動
パターンである。
【００１９】
　そして演出画像表示装置において、演出図柄を用いてリーチアクションを行なう。リー
チアクションとは、複数の演出図柄を配列させてそれぞれ変動表示させ、該複数の演出図
柄のうち、１つの演出図柄については他の演出図柄よりも遅れて変動表示を停止させ、且
つ他の演出図柄は互いに同じ演出図柄で停止させるものである。ここでは特に、前記１つ
の演出図柄は他の演出図柄とは異なる演出図柄で停止させるものを指す。そして終了変動
パターンにて特別図柄が変動される際には、終了演出画像表示手段は、リーチアクション
を演出するために予め定められた終了演出画像を演出画像表示装置に表示する。なお、終
了演出画像が演出画像表示装置に表示されない場合であっても、リーチアクションが発生
することはある。
【００２０】
　つまり、特典が付与された状態で、特別図柄が変動し、その変動回数が、規定回数に満
たなくてもリーチアクションは出るかもしれないが、終了演出画像は表示されない。規定
回数である場合には、必ずリーチアクションが発生し、しかも終了演出画像が演出画像表
示装置に表示される。演出画像表示装置を見る遊技者は、リーチアクションが発生し、且
つ終了演出画像が演出画像表示装置に表示されると、「図柄が揃わないと特典が終わって
しまう」という緊張感を抱くことになる。
　このように特典が終了するときにしか表示されず、しかも特典が終わってしまう終了演
出画像が演出画像表示装置に表示されるので、遊技者は高い緊張感をもってリーチアクシ
ョンを体験することができる。
【００２１】
　本発明の遊技機が、第１参考例の遊技機と異なる点は、終了変動パターンにて特別図柄
が変動される際には、演出画像として、当該遊技機の遊技者に見立てた味方キャラクタと
、これに敵対する敵キャラクタとが戦い、味方キャラクタが敵キャラクタに敗れる画像を
終了演出画像表示手段が演出画像表示装置に表示する点である。一方、継続変動パターン
にて特別図柄が変動される際には、演出画像として、味方キャラクタが敵キャラクタに勝
利する画像でも、味方キャラクタが敵キャラクタに敗れる画像でもない画像を継続画像表
示手段が演出画像表示装置に表示する。例えば両者が睨み合っていたり、相手の出方を伺
っているような画像である。なお、こうした味方キャラクタと敵キャラクタが戦う演出は
、バトル演出と呼ばれることがある。
【００２２】
　つまり、特典が付与された状態で、特別図柄が変動し、その変動回数が、規定回数に満
たない場合は、継続画像表示手段によって、味方キャラクタが勝つ映像でも負ける映像で
もない映像が表示され、規定回数である場合には、味方キャラクタが敵キャラクタと戦っ
て負ける映像が演出画像表示装置に表示される。演出画像表示装置を見る遊技者は、味方
キャラクタが敵キャラクタと戦う映像を見ると、「味方キャラクタが負けると特典が終わ
ってしまう」という緊張感を抱くことになる。なお、特典発生時に特別図柄表示装置に表
示された特別図柄を遊技者が見て、これを憶えていれば、規定回数からその特典がこの特
別図柄の変動で終わるか否か（つまり味方キャラクタが負けるか否か）が分かるのだが、
遊技者は演出画像表示装置を見ており、しかも前述したように特別図柄の中には、規定回
数が異なるにも拘らず、同じ演出図柄が演出画像表示装置に表示されるものが存在するの
で、遊技者が規定回数を把握できるとは限らない。
【００２３】
　このように特典が終了するときにしか表示されず、しかも表示されて味方キャラクタが
負けると特典が終わってしまう演出画像が演出画像表示装置に表示されるので、遊技者は
高い緊張感をもってバトル演出を体験することができる。なお、大当り遊技が終了すると
低確率状態（通常状態）になる場合や、出球のない大当り遊技が発生する場合に味方キャ
ラクタが敗北するバトル演出を行なう遊技機が存在するが、こうした機種は所定回数、特
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別図柄が変動すると必ず特典（高確率状態など）が消滅する機種ではない。本発明は、規
定回数、特別図柄が変動すると必ず特典が消滅（大当りを引く等の例外的な条件を除く）
する機種であるため、非常に高い緊張度を遊技者に与えることができる。
【００２４】
　本発明の第２参考例の遊技機が、本発明の遊技機と異なる点は、まず第１に、変動テー
ブルとして更に当選変動テーブルを備えており、この当選変動テーブルの中には終了変動
パターンでも継続変動パターンでもない当選変動パターンが格納されている点である。そ
して第２に、遊技域に特別電動役物を備えており、特別図柄表示装置に、予め定められた
特定の特別図柄が表示されると、特別電動役物が開放されて、入球可能な状態となる点で
ある。なお、この「特定の特別図柄」には規定回数が定められていることが望ましいが、
定められていなくても構わない。そして第３に、特典が付与された状態における特別図柄
の変動表示の結果、特別図柄表示装置に特定の特別図柄が表示される場合には、当選変動
テーブルから変動パターンを選択する点である。つまりこの場合、変動パターンとして当
選変動パターンが選択される。これはその変動回数が規定回数未満か否（ちょうど規定回
数）かを問わない。第４に、当選変動パターンにて特別図柄が変動される際には、味方キ
ャラクタと敵キャラクタとが戦い、味方キャラクタが敵キャラクタに勝つ画像を当選演出
画像表示手段が演出画像表示装置に表示する点である。
【００２５】
　つまり、特典が付与された状態で、特別図柄が変動し、味方キャラクタが敵キャラクタ
と戦う映像が出力された場合、味方キャラクタが敵キャラクタに負けると特典が終了し、
味方キャラクタが敵キャラクタに勝つと特別電動役物が開放される。なお、規定回数にお
いて前記特定の特別図柄が特別図柄表示装置に表示された場合を除き、規定回数に到達し
ているか否かを判定することにより、その戦いで味方キャラクタが勝つか敵キャラクタが
勝つかは分かる筈である。なぜなら特別図柄の変動回数が規定回数に到達していれば敵キ
ャラクタが勝利して特典が終了し、規定回数に満たなければ味方キャラクタが勝利して特
別電動役物が開放される。しかしながら前述したように、規定回数を知るには特別図柄表
示装置を見ている必要があるが、遊技者は演出画像表示装置を見ており、しかも特別図柄
の中には、規定回数が異なるにも拘らず、同じ演出図柄が演出画像表示装置に表示される
ものが存在するので、遊技者が規定回数を把握できるとは限らない。
【００２６】
　このように味方キャラクタが勝つと特別電動役物が開放され、敵キャラクタが勝つと特
典が終わってしまうという、落差の大きいバトル演出となるので、遊技者は非常に高い緊
張感をもってバトル演出を体験することができる。
【００２７】
　本発明の第３参考例の遊技機は、本発明の第２参考例の遊技機に近いものであるが、違
いは、まず第１に、特典の終了契機となる図柄変動においてバトル演出を行なうとは限ら
ず、代わりにリーチアクションを行なうこと、第２に当選変動パターンにて特別図柄を変
動させる際には、複数の演出図柄を全て同じ図柄で停止させる点、第３に、特別図柄が終
了変動パターンで変動される場合だけでなく、特別図柄が当選変動パターンで変動される
場合にも、終了演出画像を演出画像表示装置に表示する点である。
【００２８】
　つまり、特典が付与された状態で、終了演出画像が演出画像表示装置に表示されると、
演出図柄が揃わなければ特典が終了し、演出図柄が全て揃えば特別電動役物が開放される
。なお、遊技者が特別図柄表示装置に表示された特別図柄から規定回数を推定するのが困
難なのは前述のとおりである。
【００２９】
　このように特典が付与された状態で演出図柄が揃えば特別電動役物が開放され、演出図
柄が揃わないと特典が終了してしまうという、落差の大きいバトル演出となるので、遊技
者は非常に高い緊張感をもってリーチアクションを体験することができる。
【００３０】
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　本発明の第４参考例の遊技機は、本発明の第２参考例または第３参考例の遊技機におい
て、規定回数として１が設定された特別図柄、同じく２が設定された特別図柄、・・・、
および同じく規定回数としてｎが設定された特別図柄が、いずれも存在する。そして演出
図柄表示手段は、これらｎ個の特別図柄に対して、共通の演出図柄を演出画像表示装置に
表示する。
【００３１】
　このような構成によれば、特別図柄から規定回数を判定するのが極めて困難となる。例
えば、規定回数がこれに反して１，３，５、・・・のように奇数しか存在しない特別図柄
の構成を第３参考例の遊技機に適用した場合、奇数回目に終了演出画像が表示されれば、
特典が終了する可能性も終了しない可能性もあるが、偶数回目に終了演出画像が表示され
れば、その図柄変動は規定回数の図柄変動ではありえないので、特別電動役物が開放され
ることが確定する。第２参考例の遊技機に適用した場合も、略同様の判定を行なうことが
できる。
　これに対し、第４参考例の遊技機は、１～ｎの全ての整数を規定回数とする特別図柄が
それぞれ存在するので、終了演出画像が表示されたときの特別図柄の変動回数から、特別
電動役物が開くかハズレとなるかの判定を一層困難にすることができる。
【００３２】
　第５参考例の遊技機では、特典が特別図柄表示装置に特定の特別図柄が表示される確率
が増大すること（高確率状態）とされており、この特典が遊技者に付与されると、特別図
柄に定められている規定回数の値に関わらず、一定回数、特別図柄が変動されるまで、普
通電動役物が開放される時間を延長する開放延長発生手段を備えている。ここで普通電動
役物とは、遊技域に設けられた普通図柄表示装置に表示された普通図柄が、予め定められ
た特定の図柄であった場合に開放されるもので、この開放により開放がされていない状態
に比べ特別図柄始動口への入球を容易にする。普通図柄は、遊技域に設けられた普通図柄
始動口に遊技球が入球したことに起因して普通図柄表示装置にて変動表示が開始される。
【００３３】
　このように構成された遊技機によれば、規定回数によらず、普通電動役物が開放される
時間を延長される状態が一定回数、特別図柄が変動されるまで維持されるので、遊技の有
利度（例えば規定回数が１の場合と１０の場合）の落差を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１実施例のパチンコ機５０の正面図
【図２】パチンコ機５０の遊技盤１の正面図
【図３】パチンコ機５０の背面図
【図４】パチンコ機５０の電気構成図
【図５】パチンコ機５０の主制御装置８０で実行されるメインルーチンの概要を示すフロ
ーチャート
【図６】主制御装置８０が行う始動入賞確認処理のフローチャート
【図７】主制御装置８０が実行する当否判定処理のフローチャート１
【図８】主制御装置８０が実行する当否判定処理のフローチャート２
【図９】主制御装置８０が実行する当否判定処理のフローチャート３
【図１０】主制御装置８０が実行する当否判定処理のフローチャート４
【図１１】主制御装置８０が実行する特別遊技処理のフローチャート１
【図１２】主制御装置８０が実行する特別遊技処理のフローチャート２
【図１３】主制御装置８０が実行する特別遊技処理のフローチャート３
【図１４】各当り図柄に対応して設定されている振分け、付与される特典内容、ＳＴ中に
各変動テーブルが選択される変動回数を示すテーブル
【図１５】特別図柄が変動される際に、変動テーブルが選択される過程を示す説明図
【図１６】各変動テーブルの、リーチ演出の有無および平均変動時間を示すテーブル
【図１７】サブ統合制御装置８３が実行する大当り演出の説明図１
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【図１８】サブ統合制御装置８３が実行する大当り演出の説明図２
【図１９】第２実施例のパチンコ機において各当り図柄に対応して設定されている振分け
、付与される特典内容、ＳＴ中に各変動テーブルが選択される変動回数を示すテーブル
【図２０】特別図柄が変動される際に、変動テーブルが選択される過程を示す説明図
【図２１】各変動テーブルの、リーチ演出の有無および平均変動時間を示すテーブル
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に本発明の好適な実施形態について説明する。尚、本発明の実施の形態は下記の実
施例に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する種々の形態を採ること
ができ、各実施例に記載された内容を適宜組み合わせることが可能なことはいうまでもな
い。
［実施例１］
【００３６】
　図１に示すように、弾球遊技機の一種であるパチンコ機５０は、縦長の固定外郭保持枠
をなす外枠５１にて構成の各部を保持する構造である。外枠５１の左側上下には、ヒンジ
５３が設けられており、該ヒンジ５３の他方側には図３に記載する内枠７０が取り付けら
れており、内枠７０は外枠５１に対して開閉可能な構成になっている。前枠５２には、板
ガラス６１が取り外し自在に設けられており、板ガラス６１の奥には図２に記載する遊技
盤１が内枠７０に取り付けられている。
【００３７】
　前枠５２の上側左右には、スピーカ６６が設けられており、パチンコ機５０から発生す
る遊技音が出力され、遊技者の趣向性を向上させる。また、遊技者の趣向性を向上させる
ために前枠５２に遊技状態に応じて発光する枠側装飾ランプ６５も複数設けられている。
前枠５２の下方には、上皿５５と下皿６３が一体に形成されている。下皿６３の右側には
発射ハンドル６４が取り付けられており、発射ハンドル６４を時計回りに回動操作するこ
とによって発射装置（図示省略）が可動して、上皿５５から供給された遊技球が遊技盤１
に向けて発射される。
【００３８】
　上皿５５の上部ほぼ中央には、遊技者が操作可能な演出ボタン６７が備えられており、
この演出ボタン６７は、周囲にジョグダイヤル６８を備えたものとなっている。遊技者が
所定期間中に、演出ボタン６７やジョグダイヤル６８を操作することで後述する演出図柄
表示装置６に表示される内容が変化したり、スピーカ６６より出力される遊技音が変化し
たりする。また、このパチンコ機５０はいわゆるＣＲ機であって、プリペイドカードの読
み書き等を行うためのプリペイドカードユニット（ＣＲユニット）５６が付属しており、
パチンコ機５０の上皿５５には、貸出ボタン５７、精算ボタン５８及び残高表示器５９を
有するＣＲ精算表示装置が備わっている。
【００３９】
　図２は、本実施例のパチンコ機の遊技盤１の正面図である。なお、このパチンコ機の全
体的な構成は公知技術に従っているので図示及び説明は省略する。図２に示すように遊技
盤１には、公知のガイドレール２ａ、２ｂによって囲まれた略円形の遊技領域３が設けら
れている。この遊技領域３には多数の遊技釘４が打ち付けられている。
【００４０】
　遊技領域３のほぼ中央部には、センターケース５が配されている。センターケース５は
、公知のものと同様に、ワープ入口、ワープ通路、ステージ、演出図柄表示装置６（液晶
表示装置であり擬似図柄を表示する。）の画面を臨ませる窓等を備えている。センターケ
ース５の左方やや下には、複数個の７セグメント表示装置や複数個のＬＥＤを備えた状態
報知装置１５が設置されている。センターケース５の下には、第１始動口１１が配置され
、センターケース５の右方には、ゲート１７と第２始動口１２とがユニット化された複合
入賞装置が配置されている。第２始動口１２は開閉可能な翼片を供えた普通電動役物を備
えており、この翼片が開放しないと遊技球は第２始動口１２に入球できない構成となって
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いる。
【００４１】
  遊技領域３の右下には、複数個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置７と、普通図柄保留
数表示装置８と、特別図柄保留数表示装置１８と、７セグメント表示装置からなる特別図
柄表示装置９とが配置されている。なお、前記翼片は、普通図柄表示装置７に特定の普通
図柄が表示される（「普通図柄が当る」ともいう）と開放される。
【００４２】
　第２始動口１２の下方にはアタッカー式の大入賞口１４が配置されている。また、第１
始動口１１の左方には、第１左入賞口３１、第２左入賞口３２、第３左入賞口３３及び第
４左入賞口３４が設けられている。なお、この第１左入賞口３１、第２左入賞口３２、第
３左入賞口３３、第４左入賞口３４が、常時、入球率が変化しない普通入賞口である。
【００４３】
　パチンコ機５０の裏面は図３に示すとおり、前述した遊技盤１を脱着可能に取り付ける
内枠７０が前述した外枠５１に収納されている。この内枠７０には、上方から、球タンク
７１、タンクレール７２及び払出装置７３が設けられている。この構成により、遊技盤１
上の入賞口に遊技球の入賞があれば球タンク７１からタンクレール７２を介して所定個数
の遊技球を払出装置７３により前述した上皿５５に排出することができる。また、パチン
コ機５０の裏側には（図４も参照のこと）、主制御装置８０、払出制御装置８１、演出図
柄制御装置８２、サブ統合制御装置８３、発射制御装置８４、電源基板８５が設けられて
いる。なお、演出図柄制御装置８２、サブ統合制御装置８３がサブ制御装置に該当する。
【００４４】
　主制御装置８０、演出図柄制御装置８２、サブ統合制御装置８３は遊技盤１に設けられ
ており、払出制御装置８１、発射制御装置８４、電源基板８５が内枠７０に設けられてい
る。なお、図３では、発射制御装置８４が描かれていないが、発射制御装置８４は払出制
御装置８１の下に設けられている。また、球タンク７１の右側には、外部接続端子７８が
設けられており、この外部接続端子７８より、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しな
いホールコンピュータに送られる。
【００４５】
　このパチンコ機５０の電気的構成は、図４のブロック図に示すとおり、主制御装置８０
を中心にして構成されている。なお、このブロック図には、単に信号を中継するだけのた
めのいわゆる中継基板及び電源回路等は記載していない。また、詳細の図示は省略するが
、主制御装置８０、払出制御装置８１、演出図柄制御装置８２、サブ統合制御装置８３の
いずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポート、出力ポート等を備えているが、本実施例
では発射制御装置８４にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭは設けられていない。しかし、これに
限るわけではなく、発射制御装置８４にＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を設けてもよい。
【００４６】
　主制御装置８０には、第１始動口１１に入球した遊技球を検出する第１始動口スイッチ
１１ａ、第２始動口１２に入球した遊技球を検出する第２始動口スイッチ１２ａ、普通図
柄を作動させるゲート１７に進入した遊技球を検出する普通図柄作動スイッチ１７ａ、大
入賞口１４に入球した遊技球を計数するための第１カウントスイッチ１４ａ、第１左入賞
口３１、第２左入賞口３２、第３左入賞口３３、第４左入賞口３４に入球した遊技球を検
出する左入賞口スイッチ３１ａ等の検出信号が入力される。
【００４７】
　主制御装置８０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号などに基
づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成して払出制御装置８１及びサブ統合制御
装置８３に出力する。また主制御装置８０は、図柄表示装置中継端子板９０を介して接続
されている特別図柄表示装置９、及び普通図柄表示装置７の表示、特別図柄保留数表示装
置１８、普通図柄保留数表示装置８の点灯を制御する。
【００４８】
　更に、主制御装置８０は、大入賞口ソレノイド１４ｂを制御することで大入賞口１４の
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開閉を制御し、普通電動役物ソレノイド（図４では普電役物ソレノイドと表記）１２ｂを
制御することで第２始動口１２の開閉を制御する。主制御装置８０からの出力信号は試験
信号端子にも出力される他、図柄変動や大当り（特別遊技ともいう）等の管理用の信号が
外部接続端子７８に出力されてホールメインコンピュータ８７に送られる。主制御装置８
０と払出制御装置８１とは双方向通信が可能である。
【００４９】
　払出制御装置８１は、主制御装置８０から送られてくるコマンドに応じて払出モータ２
０を稼働させて賞球を払い出させる。本実施例においては、賞球として払い出される遊技
球を計数するための払出スイッチ２１の検出信号は払出制御装置８１に入力され、払出制
御装置８１で賞球の計数が行われる構成を用いる。この他にも主制御装置８０と払出制御
装置８１に払出スイッチ２１の検出信号が入力され、主制御装置８０と払出制御装置８１
の双方で賞球の計数を行う構成を用いることも考えられる。
【００５０】
　なお、払出制御装置８１はガラス枠開放スイッチ３５、内枠開放スイッチ３６、満杯ス
イッチ２２、球切れスイッチ２３からの信号が入力され、満杯スイッチ２２により下皿６
３が満タンであることを示す信号が入力された場合及び球切れスイッチ２３により球タン
クに遊技球が少ないあるいは無いことを示す信号が入力されると払出モータ２０を停止さ
せ、賞球の払出動作を停止させる。なお、満杯スイッチ２２、球切れスイッチ２３も、そ
の状態が解消されるまで信号を出力し続ける構成になっており、払出制御装置８１は、そ
の信号が出力されなくなることに起因して払出モータ２０の駆動を再開させる。
【００５１】
　また、払出制御装置８１はＣＲユニット端子板２４を介してプリペイドカードユニット
と交信することで払出モータ２０を作動させ、貸し球を排出する。払出された貸し球は払
出スイッチ２１に検出され、検出信号は払出制御装置８１に入力される。なお、ＣＲユニ
ット端子板２４は精算表示基板２５とも双方向通信可能に接続されており、精算表示基板
２５には、遊技球の貸出しを要求するための球貸ボタン、精算を要求するための返却ボタ
ン、残高表示器が接続されている。
【００５２】
　また、払出制御装置８１は、外部接続端子７８を介して賞球に関する情報、枠（内枠、
前枠）の開閉状態を示す情報などをホールコンピュータに送信するほか、発射制御装置８
４に対して発射停止信号を送信する。なお本実施例では遊技球を払い出す構成であるが、
入賞等に応じて発生した遊技球を払い出さずに記憶する封入式の構成にしても良い。
【００５３】
　発射制御装置８４は発射モータ３０を制御して、遊技球を遊技領域３に遊技球を発射さ
せる。なお、発射制御装置８４には払出制御装置８１以外に発射ハンドルからの回動量信
号、タッチスイッチ２８からのタッチ信号、発射停止スイッチ２９から発射停止信号が入
力される。回動量信号は、遊技者が発射ハンドルを操作することで出力され、タッチ信号
は遊技者が発射ハンドルを触ることで出力され、発射停止スイッチ信号は、遊技者が発射
停止スイッチ２９を押すことで出力される。なお、タッチ信号が発射制御装置８４に入力
されていなければ、遊技球は発射できないほか、発射停止スイッチ信号が入力されている
ときには、遊技者が発射ハンドルを触っていても遊技球は発射できないようになっている
。
【００５４】
　サブ統合制御装置８３はサブ制御装置に該当し、主制御装置８０から送信されてくるデ
ータ及びコマンドを受信し、それらを演出表示制御用、音制御用及びランプ制御用のデー
タに振り分けて、演出表示制御用のコマンド等は演出図柄制御装置８２に送信し、音制御
用及びランプ制御用は自身に含まれている各制御部位（音声制御装置及びランプ制御装置
としての機能部）に分配する。そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデ
ータに基づいて音ＬＳＩを作動させることによってスピーカからの音声出力を制御し、ラ
ンプ制御装置としての機能部はランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動さ
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せることによって各種ＬＥＤ、ランプ２６を制御する。　また、サブ統合制御装置８３に
は、演出ボタン６７およびジョグダイヤル６８が接続されており、遊技者が演出ボタン６
７またはジョグダイヤル６８を操作した際には、その信号がサブ統合制御装置８３に入力
される。
【００５５】
　サブ統合制御装置８３と演出図柄制御装置８２とは双方向通信が可能である。演出図柄
制御装置８２は、サブ統合制御装置８３から受信したデータ及びコマンド（共に主制御装
置８０から送信されてきたものとサブ統合制御装置８３が生成したものとがある）に基づ
いて演出図柄表示装置６を制御して、演出図柄等の演出画像を演出図柄表示装置６の画面
６ａに表示させる。
【００５６】
　メインルーチンを図５に従って説明する。メインルーチンは、Ｓ６５までの処理を実行
した後、約２ｍｓ毎のハード割り込みにより繰り返し実行される。本実施形態では、当該
メインルーチンが１回起動されるごとにＳ１０～Ｓ６５までの１回だけ実行される処理を
「本処理」と称し、この本処理を実行して余った時間内に時間の許す限り繰り返し実行さ
れるＳ７０の処理を「残余処理」と称する。「本処理」は上記割り込みにより定期的に実
行されることになる。
【００５７】
　マイコンによるハード割り込みが実行されると、まず正常割り込みであるか否かが判断
される（Ｓ１０）。この判断処理は、メモリとしてのＲＡＭの所定領域の値が所定値であ
るか否かを判断することにより行われ、マイコンにより実行される処理が本処理に移行し
たとき、通常の処理を実行して良いのか否かを判断するためのものである。正常割り込み
でない場合としては、電源投入時又はノイズ等によるマイコンの暴走等が考えられるが、
マイコンの暴走は近年の技術の向上によりほとんど無いものと考えて良いので、たいてい
が電源投入時である。電源投入時にはＲＡＭの所定領域の値が所定値と異なる値となって
いる。
【００５８】
　正常割り込みでないと判断されると（Ｓ１０：ｎｏ）、初期設定(例えば前記メモリの
所定領域への所定値を書き込み、特別図柄及び普通図柄を初期図柄とする等のメモリの作
業領域への各初期値の書き込み等）が為され（Ｓ１５）、残余処理（Ｓ７０）に移行する
。
【００５９】
　正常割り込みとの肯定判断がなされると（Ｓ１０：ｙｅｓ）、初期値乱数更新処理が実
行される（Ｓ２０）。この処理は、初期値乱数の値についてこの処理を実行する毎に＋１
するインクリメント処理であり、この処理実行前の初期値乱数の値に＋１するが、この処
理を実行する前の乱数値が最大値である「２９９」のときには次回の処理で初めの値であ
る「０」に戻り、「０」～「２９９」までの３００個の整数を繰り返し昇順に作成する。
【００６０】
　Ｓ２０に続く大当り決定用乱数更新処理（Ｓ２５）は、初期値乱数更新処理と同様に処
理を実行する毎に＋１するインクリメント処理であり、最大値である「２９９」のときは
次回の処理で初めの値である「０」に戻り、「０」～「２９９」までの３００個の整数を
繰り返し昇順に作成する。なお、大当り決定用乱数の最初の値は、初期値乱数設定処理で
設定された値となる。この値が２５０であったとすると、大当り決定用乱数は「２５０」
「２５１」「２５２」・・・「２９９」「０」「１」・・・と更新されていく。
【００６１】
　なお、大当り決定用乱数が１巡（３００回、更新されること）すると、そのときの前記
初期値乱数の値を大当り決定用乱数の初期値にし、大当り決定用乱数は、その初期値から
＋１するインクリメント処理を行う。そして、再び大当り決定用乱数が１巡すると、その
時の初期値乱数の値を大当り決定用乱数の初期値にする動作を行なう。つまり、この一連
の動作を繰り返し続けることになる。前述の例では大当り決定用乱数が「２４９」になる
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と１巡であるから、「２４９」の次は前記初期値乱数の値となる。仮に初期値乱数の値が
「８７」だったとすると、「２４９」「８７」「８８」・・・「２９９」「０」「１」・
・・「８６」と変化していき、「８６」の次は新たな前記初期値乱数の値となる。
【００６２】
　大当り図柄決定用乱数更新処理（Ｓ３０）は「０」～「２４９」の２５０個の整数を繰
り返し作成するカウンタとして構成され、本処理毎に＋１され最大値を超えると初めの値
である「０」に戻る。Ｓ３０に続く当り決定用乱数更新処理（Ｓ３５）は、「０」～「５
」の６個の整数を繰り返し作成するカウンタとして構成され、本処理毎で＋１され最大値
を超えると初めの値である「０」に戻る。なお、当選することとなる値の数は通常確率状
態時、高確率状態時ともに３であり、値は「０」、「３」、「５」である。なお、この当
り決定用乱数更新処理は普通図柄の抽選に使用し、その他の初期値乱数、大当り決定用乱
数、大当り図柄決定用乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン決定用乱数は特別図柄の抽
選に使用する。
【００６３】
　リーチ判定用乱数更新処理（Ｓ４０）は、「０」～「２２８」の２２９個の整数を繰り
返し作成するカウンタとして構成され、本処理毎で＋１され最大値を超えると初めの値で
ある「０」に戻る。なお、通常確率状態時で変動時間短縮機能未作動時に当選する値の数
は２１で、値は「０」～「２０」であり、通常確率状態時で変動時間短縮機能作動時に当
選する値の数は５で、値は「０」～「４」であり、高確率状態時に当選する値の数は６で
、値は「０」～「５」である。
【００６４】
　変動パターン決定用乱数更新処理（Ｓ４５）は、「０」～「１０２０」の１０２１個の
整数を繰り返し作成するカウンタとして構成され、本処理毎で＋１され最大値を超えると
初めの値である「０」に戻る。
【００６５】
　続く入賞確認処理（Ｓ５０）では、第１始動口１１、第２始動口１２の入賞の確認及び
パチンコ機５０に設けられ主制御基板８０に接続された各スイッチ類の入力処理が実行さ
れる。本実施例では、遊技球が第１始動口１１、第２始動口１２に入賞すると大当り決定
用乱数、大当り図柄決定用乱数、変動パターン決定用乱数、リーチ判定用乱数など複数の
乱数を取得されるのだが、保留記憶できる数を第１始動口１１と第２始動口１２をあわせ
て４個までとしており、保留記憶が満タンである４個のときに遊技球が第１始動口１１又
は第２始動口１２に入賞しても賞球が払出されるだけで、前記複数の乱数は保留記憶され
ない構成になっている。
【００６６】
　続いて、大当りか否かを判定する条件成立判定手段としての当否判定処理（Ｓ５５）を
行う。この当否判定処理（Ｓ５５）が終了すると、続いて不正監視処理（Ｓ６０）は、普
通入賞口（第１左入賞口３１、第２左入賞口３２、第３左入賞口３３、第４左入賞口３４
）に対する不正が行われていないか監視する処理であり、所定時間内における入賞口への
遊技球の入球が予め決定された規定数よりも多いか否かを判断して、多かった場合には不
正と判断され、その旨を報知する処理である。つまり、不正判断手段は、主制御基板８０
に設けている。
【００６７】
　続く画像出力処理等の各出力処理（Ｓ６５）では、遊技の進行に応じて主制御基板８０
は演出図柄制御装置８２、払出制御基板８１、発射制御装置８４、サブ統合制御装置８３
、大入賞口ソレノイド１４ｂ等に対して各々出力処理を実行する。即ち、入賞確認処理（
Ｓ５０）により遊技盤１上の各入賞口に遊技球の入賞があることが検知されたときには賞
球としての遊技球を払い出すべく払出制御基板８１に賞球データを出力する処理を、遊技
状態に対応したサウンドデータをサブ統合制御装置８３に出力する処理を、パチンコ機５
０に異常があるときにはエラー中であることを報知すべく演出図柄制御装置８２にエラー
信号を出力する処理を各々実行する。
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【００６８】
  本処理に続く前述の残余処理は、初期値乱数更新処理（Ｓ７０）から構成されるが、前
述したＳ２０と全く同じ処理である。この処理は無限ループを形成し、次の割り込みが実
行されるまで時間の許される限り繰り返し実行される。前述したＳ１０～Ｓ６５までの本
処理を実行するのに必要とされる時間は、大当り処理を実行するか否か、特別図柄の表示
態様の相違等により割り込み毎に異なる。この結果、残余処理を実行する回数も割り込み
毎に異なり、割り込み処理が１回実行されることにより初期値乱数に更新される値も一律
ではなくなる。これにより、初期値乱数が大当り決定用乱数と同期する可能性は極めて小
さくなる。大当り決定用乱数が１巡したときの、初期値乱数の値（０～２９９の３００通
り）が、同程度に抽出されるとすれば、同期する確率はわずか１／３００である。また、
前述した当り決定用乱数更新処理（Ｓ３５）も残余処理内において実行するよう構成して
も良い。
【００６９】
　Ｓ５０の入賞確認処理は図６に示すようなもので、主制御装置８０は、第１始動口スイ
ッチ１１ａおよび第２始動口スイッチ１２ａの検出信号に基づいて、第１始動口１１、第
２始動口１２に遊技球が入球したか否かを判断する（Ｓ１００）。肯定判断なら（Ｓ１０
０：ｙｅｓ）、大当り決定用乱数、大当り図柄決定用乱数、リーチ判定用乱数、変動パタ
ーン決定用乱数、転落決定用乱数等を該当の各カウンタから読み込んで、保留記憶が満杯
（本実施例では４個）か否かを判断する（Ｓ１０５）。
【００７０】
　保留記憶が満杯でなければ（Ｓ１０５：ｎｏ）、上記の各乱数を保留記憶として記憶し
、特別図柄保留数表示装置１８の点灯数を１増加させる（Ｓ１１０）。こうして各乱数を
記憶すると、当処理を終了（リターン）する。既に４個の保留記憶があれば（Ｓ１０５：
ｙｅｓ）、そのまま本処理を終了する。また、第１始動口１１、第２始動口１２のいずれ
にも遊技球が入球していない場合（Ｓ１００：ｎｏ）も、本処理を終了する。
【００７１】
　Ｓ５５の当否判定処理は図７～１０に示すようなもので、主制御装置８０は、特別電動
役物が作動中か否かを大当りフラグに基づいて判断する（Ｓ２００）。Ｓ２００の判定が
否定判断で、特別図柄が変動中でなく（Ｓ２０５：ｎｏ）、確定図柄の表示中でもなけれ
ば（Ｓ２１０：ｎｏ）、図８のＳ２５０に移行し、保留記憶（Ｓ１１０による保留記憶）
があるか否かを判断する。
【００７２】
　この保留記憶があれば（Ｓ２５０：ｙｅｓ）、保留記憶数をデクリメントし（Ｓ２５５
）、Ｓ２７０に進む。Ｓ２７０では保留記憶の中で最も古いものを読み込んで（その保留
記憶は消去する）、確変フラグがセットされている（すなわち１）か否かを判定する。こ
こで確変フラグが１とは、現在のパチンコ機５０が高確率遊技状態であることを意味する
。肯定判断であれば（Ｓ２７０：ｙｅｓ）、読み込んだ大当り決定用乱数を確変テーブル
に記録されている当り値と照合する（Ｓ２７５）。ここで当り値の数は１０で、７～１６
である。つまり当たり確率は１／３０となる。Ｓ２７０が否定判断された場合（Ｓ２７０
：ｎｏ）は、Ｓ２８０にて当り決定用乱数を通常テーブルに記録されている当り値と照合
する。ここで当り値は７のみである。つまり当たり確率は１／３００となる。
【００７３】
　Ｓ２７５またはＳ２８０の判定が行なわれると、Ｓ２８５にて大当りか否かを判定（当
否判定）し、肯定判定であれば（Ｓ２８５：ｙｅｓ）、大当り図柄決定用乱数によって当
り図柄を決定する（Ｓ２９０）。この当り図柄と、各当り図柄が選択される確率と、各大
当り図柄が特別図柄表示装置９に確定表示されたことにより発生した大当りの後に遊技者
に付与される特典の内容について、図１４を用いて説明する。大当り図柄決定用乱数の値
が「０」～「４」の場合には、大当り図柄として図柄１が選択される。つまり図柄１の振
分けは５／２５０となっている。図柄１が表示されたことにより発生した大当り遊技の後
には、特典として特別図柄が更に１回変動されるまで、確変機能および時短機能が作動す
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る。確変機能が作動すると、パチンコ機５０が当否判定を行なう際に確変テーブル（Ｓ２
７５の説明にて後述）を用いる状態（高確率遊技状態）になり、時短機能が作動すると、
特別図柄の平均変動時間および、普通図柄の平均変動時間が何れも短縮され、普通電動役
物の開放期間が延長される。なお、「特典内容」の右欄にある「ＳＴ中の変動テーブル」
については後述する。大当り図柄決定用乱数の値が「５」～「９」の場合には、大当り図
柄として図柄２が選択される（図柄２の振分けも５／２５０となっている）。図柄２が表
示されたことにより発生した大当り遊技の後には、特典として特別図柄が更に２回変動さ
れるまで、確変機能および時短機能が作動する。以下、図柄３、図柄４、・・・と図柄１
０まで、付与された特典の消滅条件である特別図柄の変動回数が、１回ずつ増えていき（
つまり図柄１０が確定表示されると、大当り遊技の終了後、特別図柄が１０回変動される
まで確変機能および時短機能が付与される）、振分けは何れも５／２５０となっている。
【００７４】
　大当り図柄決定用乱数の値が「５０」～「５９」の場合には、大当り図柄として図柄１
１が選択される。つまり図柄１１の振分けは１０／２５０となっている。図柄１１が表示
されたことにより発生した大当り遊技の後には、特典として特別図柄が更に１１回変動さ
れるまで、確変機能および時短機能が作動する。以下、図柄１２、図柄１３、・・・と図
柄３０まで、付与された特典の消滅条件である特別図柄の変動回数が、１回ずつ増えてい
き（つまり図柄３０が確定表示されると、大当り遊技の終了後、特別図柄が３０回変動さ
れるまで確変機能および時短機能が付与される）、振分けは何れも１０／２５０となって
いる。
【００７５】
　図８に戻る。こうして大当り図柄が決定すると、変動パターン決定用乱数等によって変
動パターンを決定する（Ｓ２９５）。変動パターン決定処理（Ｓ２９５）の概要を図１５
、図１６に示す。なお、図１５では後述するＳ３０５における変動パターン決定処理の概
要も併せて示した。遊技状態が確変かつ時短であって、大当り判定の結果が大当りの場合
は、変動テーブル１が選択される（これがＳ２９５の処理）。大当り判定の結果がハズレ
の場合は、特殊変動フラグの値が１であれば変動テーブル２を選択し、特殊変動フラグの
値が０であれば変動テーブル３または変動テーブル４を選択する（特殊変動フラグについ
ては後述）。変動テーブル３または変動テーブル４の何れを選択するかは、現在の第１保
留記憶の数に基づく。すなわち第１保留記憶の数が０または１であれば変動テーブル３が
選択され、第１保留記憶の数が２～４であれば変動テーブル４が選択される。これら変動
テーブル２～４が選ばれる処理が後述するＳ３０５の変動パターン決定処理の一部である
。
【００７６】
　また、遊技状態が通常（低確率状態）である場合は、大当り判定の結果が大当りであれ
ば、変動テーブル５が選択される（これもＳ２９５の処理）。大当り判定の結果がハズレ
の場合は、リーチ判定用乱数の値に基づいて変動テーブルを選択する。すなわちリーチ判
定用乱数の値が０～７であれば変動テーブル６が選択され、８であれば変動テーブル７が
選択され、９～２２８であれば、現在の第１保留記憶の数に基づいて選択する変動テーブ
ルを変更する。すなわち、第１保留記憶の数が０または１であれば変動テーブル８が選択
され、２であれば変動テーブル９が選択され、３または４であれば変動テーブル１０が選
択される。これら変動テーブル６～１０が選ばれる処理も後述するＳ３０５の変動パター
ン決定処理の一部である。
【００７７】
　各変動テーブルの概要は図１６のようになっている。各変動テーブルには複数の変動パ
ターンが格納されており、図１５に示した方法にて選ばれた各変動テーブルから、変動パ
ターン決定用乱数の値に基づいて変動パターンが選択される。図１６において「リーチ」
とあるのは、各変動テーブル内の変動パターンにリーチアクションを伴うものがあるか否
かを示すもので、「○」はリーチアクションを伴う変動パターンが存在すること、「×」
はリーチアクションを伴う変動パターンが全くないことを示している。なお、変動テーブ
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ル１および変動テーブル２については、リーチアクションを伴う変動パターンのみからな
る。つまり、確変かつ時短である遊技状態において、大当りになる場合には、変動テーブ
ル１が選択されるので、必ずリーチアクションが行なわれる。一方、同じく確変かつ時短
である遊技状態において、ハズレる際には、特殊変動フラグが１の場合のみリーチアクシ
ョンが行なわれ、特殊変動フラグが０の場合に選択される変動テーブル３または４は、い
ずれにせよリーチアクションを伴う変動パターンを含んでいないので、リーチアクション
が行なわれることはない。
【００７８】
　なお、第１保留記憶の数が０または１の場合に選択される変動テーブル３の平均変動時
間が１２秒であるのに対し、第１保留記憶の数が２～４の場合に選択される変動テーブル
４の平均変動時間が４秒となっている。この結果、第１保留記憶の数が多い場合は、第１
保留記憶を速やかに消化して、第１保留記憶の空きを作り、第１始動口への新たな入賞に
より抽出される乱数を記憶し易くされている。
【００７９】
　また遊技状態が低確率状態の場合に選択される変動テーブル５～１０の内、変動テーブ
ル８～１０についても、変動テーブル３，４と同様、第１保留記憶の数が多くなるほど平
均変動時間が短く設定されている。リーチ判定用乱数の値が０～７の場合に選択される変
動テーブル６は、いわゆるスーパーリーチ以外のリーチアクションを行なう変動パターン
からなり、平均変動時間が３０秒となっている。同じくリーチ判定用乱数の値が８の場合
に選択される変動テーブル７は、スーパーリーチを行なう変動パターンからなっている。
スーパーリーチは様々な演出を行なうために特別図柄の変動時間が長くされており、この
結果、変動テーブル７の平均変動時間は５５秒と、変動テーブル６や変動テーブル８～１
０に比べて長くなっている。なお、当りの場合に選択される変動テーブル５においてもス
ーパーリーチが行なわれ、この結果、平均変動時間は６０秒と長くされている。
【００８０】
　図８に戻る。こうして変動パターンが決定されると大当り設定処理を行う（Ｓ３００）
。なお、Ｓ２８５において外れと判定された場合は、変動パターン決定用乱数等によって
変動パターンを決定し（Ｓ３０５）、ハズレ設定処理（Ｓ３１０）を行なう。ハズレ設定
処理では、確変回数のデクリメント（確変フラグが１のとき）、および時短回数のデクリ
メント（時短フラグが１のとき）が行なわれる。確変回数とは、図１４で説明した各停止
図柄が表示されたことにより発生した大当り遊技の後に、特典として付与される確変機能
が消滅するまでに特別図柄が変動される回数である。例えば確変回数が１０であれば、大
当り遊技の後に確変機能が作動し、特別図柄が１０回変動すると、確変機能が停止する（
低確率状態になる）。この、大当り遊技後の所定回数（確変回数）に限り確変機能が作動
する仕様を回数切り確変やＳＴといい、ＳＴにより確変機能が作動している状態をＳＴ状
態（ＳＴ中、或いは単にＳＴ）と言う。時短回数は、図１４で説明した各停止図柄が表示
されたことにより発生した大当り遊技の後に、特典として付与される時短機能が消滅する
までに特別図柄が変動される回数であり、例えば時短回数が１５であれば、大当り遊技の
後に時短機能が作動し、特別図柄が１５回変動されると作動が停止する（時短が消滅する
）。なお、ＳＴ中に大当たり遊技が発生した場合には、残りの確変回数および残りの時短
回数は消滅し、表示された当り図柄に対応して図１４に定められる確変回数および時短回
数が改めて設定され、新たなＳＴ状態となる。
【００８１】
　図８に戻る。Ｓ３００、又はＳ３１０に続いては、上述の抽選結果を示すデータ、具体
的には大当り、リーチ外れ（外れであるがリーチ表示有り）、リーチ表示無しの外れのい
ずれかを示すデータと変動時間を指定する変動パターンのデータが含まれる変動開始コマ
ンド（表示制御コマンド）をサブ統合制御装置８３に出力する（Ｓ３１５）。なお、Ｓ３
１５の処理により演出図柄表示装置６では演出図柄を設定し、その変動表示を開始するが
、ほぼ同時に特別図柄の変動も主制御装置８０によって開始される。特別図柄の当り図柄
は図１４に示したように３０種類あるが、これら３０種類の当り図柄が特別図柄表示装置
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９に停止表示されるに対応して、Ｓ３１５の処理により演出図柄表示装置６に停止表示さ
れる演出図柄として、共通の図柄が表示され、演出図柄を見ているだけでは、大当り遊技
後に付与されたＳＴ状態が、特別図柄が何回変動されると終了するのかが分からない仕様
となっている。また、Ｓ３１５に関連して説明したように、特別図柄が変動する際には必
ず演出図柄も変動され、且つ演出図柄が変動されるときには特別図柄も変動されるので、
これらの図柄が変動することを単に「図柄が変動する」とも言う。
【００８２】
　図７において特別図柄が変動中（Ｓ２０５：ｙｅｓ）と判定された場合には、図９のＳ
３５０に移行し、図柄変動時間（Ｓ３００、又はＳ３０５の変動パターンに基づく）が経
過したか否かを判定する。否定判断（Ｓ３５０：ｎｏ）であれば特別遊技処理を行い、肯
定判断であれば確定図柄表示処理（Ｓ３５５）を行なってから特別遊技処理を行う。
【００８３】
　図７において確定図柄を表示中と判定された場合（Ｓ２１０：ｙｅｓ）には、図１０の
Ｓ４００に移行し、確定図柄の表示時間が終了したか否かを判定する。否定判断（Ｓ４０
０：ｎｏ）であれば特別遊技処理を行い、肯定判断であれば確定図柄表示終了処理（Ｓ４
０５）を行なってから大当りになる組合せや否かを判定する（Ｓ４１０）。肯定判断なら
確変フラグが１か否かを判定し（Ｓ４１５）、肯定判断なら（Ｓ４１５：ｙｅｓ）確変フ
ラグを０にし（Ｓ４２０）、Ｓ４２５に移行する。否定判断なら（Ｓ４１５：ｎｏ）その
まま、Ｓ４２５に移行する。
【００８４】
　Ｓ４２５では、時短フラグが１か否かを判定する。時短フラグが１であれば（Ｓ４２５
：ｙｅｓ）、Ｓ４３０にて時短フラグを０にし、Ｓ４３５に移行する。時短フラグが１で
なければ（Ｓ４２５：ｎｏ）、そのままＳ４３５に移行する。
【００８５】
　Ｓ４３５では、特殊変動フラグが１か否かを判定する。特殊変動フラグが１であれば（
Ｓ４３５：ｙｅｓ）、Ｓ４４０にて特殊変動フラグを０にし、Ｓ４４５に移行する。特殊
変動フラグが１でなければ（Ｓ４３５：ｎｏ）、そのままＳ４４５に移行する。
【００８６】
　Ｓ４４５では、条件装置作動開始処理により、大当りフラグをセットする。そしてＳ４
５０にて役物連続作動装置を作動させ、Ｓ４５５にて大当り開始演出処理を行なう。大当
り開始演出処理では、大当り遊技を開始するコマンド及び大当り遊技に係る情報（大当り
のオープニング時間、開放パターン、大当りのエンディング時間、ラウンド数等）をサブ
統合制御装置８３に送信する。大当り開始演出処理が終了すると、特別遊技処理を行なう
。
【００８７】
　Ｓ４１０で、確定表示させた特別図柄が大当りになる表示でないと判定された場合は、
Ｓ４６０に移行して確変フラグが１か否かを判定する。肯定判断（Ｓ４６０：ｙｅｓ）で
あれば、確変回数が０か否かを判定する（Ｓ４５５）。確変回数が０であれば（Ｓ４６５
：ｙｅｓ）、Ｓ４７０にて確変フラグを０にし、Ｓ４７５にて特殊変動フラグを０にして
Ｓ４９０に進む。確変フラグが１でないとき（Ｓ４６０：ｎｏ）はそのままＳ４９０に移
行する。確変回数が０ではないとき（Ｓ４６５：ｎｏ）は、Ｓ４８０にて確変回数が１か
否かを判定する。確変回数が１であれば（Ｓ４８０：ｙｅｓ）、Ｓ４８５にて特殊変動フ
ラグを１にし、Ｓ４９０に移行する。確変回数が１でなければ（Ｓ４８０：ｎｏ）、その
ままＳ４９０に移行する。つまり特殊変動フラグとは、ＳＴ状態が消滅するまでに特別図
柄が変動される回数が１回である場合に１となり、その他の場合（非ＳＴ状態を含む）に
０となる。
【００８８】
　以上のことを図１５および図１６と考え合わせると、ＳＴ中は次のように変動パターン
が発生する。特別図柄が最大ｎ回変動される間、高確率状態となるＳＴ状態となった場合
、大当り遊技の終了後、特別図柄が（ｎ－１）回変動されるまではリーチアクションは全
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く発生せず（特殊変動フラグが０であるがために変動テーブル３または４が選択されるこ
とによる）、ｎ回目の変動において特殊変動フラグが１となり、変動テーブル２が選択さ
れてリーチアクションが必ず発生する。これら各変動テーブルが選択される可能性がある
特別図柄の変動回数を示したのが、図１４の「ＳＴ中の変動テーブル」である。例えば、
図柄１０で大当りとなった場合、変動テーブル３または４（図１４では「テーブル３，４
」と表記）が選択されるのは、大当り遊技後に特別図柄が１～９回変動される間であり、
変動テーブル２（図１４では「テーブル２」と表記）が選択されるのは、大当り遊技後の
１０回目の特別図柄の変動においてのみである。なお、ＳＴ中の当否判定で当りと判定さ
れた場合は、変動テーブル１が選択されるので、必ずリーチアクションが発生する。つま
り、ＳＴ中にリーチアクションが発生した場合には、大当りとなるかＳＴが終了するかの
何れかとなり、外れた上で、なおもＳＴが継続するということはない。
【００８９】
　図１０に戻る。Ｓ４９０では、時短フラグが１か否かを判定し、１であれば（Ｓ４９０
：ｙｅｓ）、時短回数が０か否かを判定する（Ｓ４９５）。時短回数が０であれば（Ｓ４
９５：ｙｅｓ）、Ｓ５００にて時短フラグを０にしてＳ５０５に進む。時短回数が０では
ないとき（Ｓ４９５：ｎｏ）又は時短フラグが１でないとき（Ｓ４９０：ｎｏ）はそのま
まＳ５０５に移行する。Ｓ５０５では、現在の遊技状態が確変中であるか否か、時短中で
あるか否か等の状態を示す状態指定コマンドをサブ統合制御装置８３に送信し、特別遊技
処理を実行する。
【００９０】
　図１１～１３に示す特別遊技処理では、主制御装置８０は、役物連続作動装置が作動中
か否かを大当りフラグに基づいて判断する（Ｓ６００）。役物連続作動装置が作動中なら
（Ｓ６００：ｙｅｓ）、大入賞口１４が開放中か否かを判断する（Ｓ６０５）。大入賞口
１４の開放中ではない場合は（Ｓ６０５：ｎｏ）、ラウンド間のインターバル中により大
入賞口１４が閉鎖しているのか判断する（Ｓ６１０）。インターバル中でもない場合は（
Ｓ６１０：ｎｏ）、大当り終了演出中であるか判断する（Ｓ６１５）。これも否定判断の
場合は（Ｓ６１５：ｎｏ）、今から大当り遊技を開始する演出に要する時間が経過したか
否かを判定する（Ｓ６２０）。大当り開始演出時間が経過した場合は（Ｓ６２０：ｙｅｓ
）、大入賞口開放処理（Ｓ６２５）を行なって本処理を終了（リターン）する。
【００９１】
　Ｓ６０５で大入賞口１４が開放中であると判定された場合は、図１２のＳ６５０に進み
、大入賞口１４に１０個入賞したか否かを判定する。なお、本実施例では１０個だが、９
個、８個でもよく、特に限定するものではない。大入賞口１４に１０個入賞した場合（Ｓ
６５０：ｙｅｓ）にはＳ６６０に進み、大入賞口閉鎖処理を行う。そして大当りインター
バル処理（Ｓ６６５）を行なって、特別遊技処理を終了する。大入賞口１４に１０個入賞
していない場合（Ｓ６５０：ｎｏ）にはＳ６５５に進み、大入賞口１４の開放時間が終了
したか否かを判定する。本実施例では、１５ラウンドでの大当りの場合は各ラウンドの最
大開放時間は３０秒に設定している。無論、これらの秒数に限定するものではない。開放
時間が終了した場合（Ｓ６５５：ｙｅｓ）には、Ｓ６６０に合流し、終了していない場合
（Ｓ６５５：ｎｏ）は特別遊技処理を終了する。
【００９２】
　図１１のＳ６１０でインターバル中であると判定された場合は、図１２のＳ６７０に進
み、大当りインターバル時間が経過したか否かを判定する。インターバル時間が経過して
いる場合（Ｓ６７０：ｙｅｓ）は、直前に大入賞口１４が開いていたのが最終ラウンドか
否かを判定する（Ｓ６７５）。最終ラウンドであれば（Ｓ６７５：ｙｅｓ）、大当り終了
演出処理（Ｓ６８０）を行い、特別遊技処理を終了する。最終ラウンドでなければ（Ｓ６
７５：ｎｏ）、再び大入賞口１４を開放する処理（Ｓ６８５）を行い、特別遊技処理を終
了する。なお、大当りインターバル時間が経過していないと判定された場合（Ｓ６７０：
ｎｏ）には、そのまま特別遊技処理を終了する。なお、大入賞口１４を開放・閉鎖する処
理においては、サブ統合制御装置８３にも信号を送信する。サブ統合制御装置８３は、そ
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の信号に基づいて、現在のラウンドを把握し、該ラウンドに応じた演出を行なう。
【００９３】
　図１１のＳ６１５で大当りの終了演出中であると判定された場合は、図１３のＳ７００
に進み、大当り終了演出時間が経過したか否かを判定する。大当り終了演出時間が経過し
た場合には（Ｓ７００：ｙｅｓ）、役物連続作動装置の作動を停止し（Ｓ７０５）、条件
装置の作動を停止する（Ｓ７１０）。そして、大当り終了後に確変に移行するか否かを判
定する。確変に移行する場合（Ｓ７１５：ｙｅｓ）は確変回数を設定する（Ｓ７２０）。
確変回数とは、図１４に「確変機能」として示した数字であり、当り図柄に応じて設定さ
れている。例えば当り図柄が図柄７であれば確変回数は７であり、当り図柄が図柄２０で
あれば確変回数は２０である。こうして確変回数が設定されると確変フラグを１に設定し
（Ｓ７２５）、Ｓ７３０に移行する。確変に移行しない場合（Ｓ７１５：ｎｏ）はそのま
まＳ７３０に移行する。なお、パチンコ機５０においては、図１４にも示したように大当
り終了後には必ず確変に移行する。
【００９４】
　Ｓ７３０では、大当り終了後に時短に移行するか否かを判定する。肯定判断の場合（Ｓ
７３０：ｙｅｓ）は、時短回数を設定する（Ｓ７３５）。時短回数とは、図１４に「時短
機能」として示した数字であり、当り図柄に応じて設定されている。パチンコ機５０にお
いては時短回数は確変回数と同じ値に設定されている。こうして時短回数が設定されると
、時短フラグを１に設定する（Ｓ７４０）。時短フラグを１にすると本実施例では特別図
柄の平均変動時間短縮、普通図柄の平均変動時間短縮、普通電動役物の開放延長機能をセ
ットし、時短回数カウンタの値をセットする。時短に移行しない場合（Ｓ７３０：ｎｏ）
はＳ７４５に直行する。なお、パチンコ機５０においては、図１４にも示したように大当
り終了後には必ず時短に移行する。Ｓ７４５では大当り終了コマンドをサブ統合制御装置
８３に送信し、現在の遊技状態が確変中であるか否か、時短中であるか否か等の状態を示
す状態指定コマンドをサブ統合制御装置８３に送信する処理（Ｓ７５０）を行なって特別
遊技処理を終了する。なお、図１１で役物連続作動装置が作動していないと判定された場
合（Ｓ７００：ｎｏ）には、特別遊技処理を終了する。以上が特別遊技処理である。
【００９５】
　ＳＴ中に、パチンコ機５０で行なわれるリーチアクションを図１７、１８に示す。なお
、前述したようにリーチアクションが行なわれるのは、ＳＴが終了する場合または大当り
になる場合に限られる。パチンコ機５０においてＳＴ中に行なわれるリーチアクションは
、図１７，１８に示すようなバトル演出となっており、特別図柄の変動が開始されると、
演出図柄表示装置６には図１７（ａ）に例示するような演出画像が表示される。演出図柄
は、この画像の左上にて変動表示される。画面の中央に敵キャラクタ（向かって左側。熊
の達吉）と、遊技者に対応する自キャラクタ（向かって右側）が表示される。当否判定の
結果が当りで、これにより変動テーブル１が選択された場合には、例えば演出図柄がリー
チになると図１７（ｃ）のように、自キャラクタがアップで表示され、図１７（ｅ）のよ
うに、敵キャラクタにキックをあびせる。そして、図１８（ｇ）のように、「大当り！！
」と表示され、大当り遊技が開始される。
【００９６】
　また、演出図柄がリーチになった際に、図１７（ｃ）のように自キャラクタがアップに
なるのではなく図１７（ｂ）のように、敵キャラクタがアップで表示される場合もある（
変動テーブル１，２とも）。この場合、図１７（ｄ）のように、敵キャラクタからキック
をくらい、図１８（ｆ）のように、自キャラクタがしゃがみこむ。続いて図１８（ｈ）の
ように自キャラクタがダウンし、「連打で復活させろ！」と画面に表示される。このバト
ル演出が、変動テーブル１が選択されることにより発生されたものである場合には、遊技
者が演出ボタン６７を連打すると、このゲージを満タンにするのに成功する場合がある。
すると、図１８（ｊ）に示すように自キャラクタが起き上がり、「復活大当り」と表示さ
れ、大当り遊技が開始される。なお、変動テーブル１が選択された場合には、図１８（ｈ
）の画面が表示された後に演出ボタン６７が連打されなくても、時間経過と共にゲージが
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回復していき、図１８（ｊ）の画像が表示される。つまり、変動テーブル１には、図１８
（ｇ）の映像が演出図柄表示装置６に表示されて大当りになるものと、図１８（ｊ）の映
像が演出図柄表示装置６に表示されて大当りになるものの２種類の変動パターンが存在す
る。いずれの変動パターンが選択されるかは、変動パターン決定用乱数の値により決定さ
れる。
【００９７】
　図１８（ｈ）の画面が、変動テーブル２に基づいて表示されたものである場合には、ど
んなに遊技者が演出ボタン６７を連打しても、ゲージを満タンにするのに失敗し、図１８
（ｉ）のように「敗北・・・」「バトルタイム終了」と表示されて、ＳＴが終了する（低
確率状態になる）。なお、変動テーブル２には図１８に示した変動パターン以外にも、様
々なバトル演出を経てハズレる変動パターンが存在する。例えば、図１８（ｈ）に示した
演出ボタン６７を用いた演出に発展することなく、図１８（ｆ）の段階で「敗北・・・」
「バトルタイム終了」と表示されてＳＴが終了する変動パターンもある。いずれの変動パ
ターンが選択されるかは、変動パターン決定用乱数の値により決定される。また、ＳＴ中
にハズレとなる場合には、変動テーブル３または４が選択されるが、その場合は、図１７
（ａ）の画面から、敵味方いずれのキャラクタも図１７（ｂ）或いは図１７（ｃ）のよう
に拡大されることはなく、軽いパンチやキックを放ち合う様子が表示される。この表示を
行なう処理が本発明の「継続画像表示手段」に相当する。
【００９８】
　以上のように構成されたパチンコ機５０によれば、ＳＴの終了契機となる最後の特別図
柄の変動においては図１７，１８に示したようなバトル演出が必ず行なわれるため、遊技
者は抽選結果（当否）に関心を抱くだけではなく、「外れればＳＴが終わってしまう」と
いう緊張感を持って、そのリーチアクション（バトル演出）を体験することができる。し
かもこのバトル演出は大当りになる際にも必ず行なわれ、それ以外の場合には決して行な
われないので、バトル演出が発生した際には、バトルに勝てば大当り、負ければＳＴ終了
という勝負による落差の大きいリーチアクションを遊技者は体験することができる。そし
てハズレの場合には、ＳＴの終了契機となる最後の特別図柄の変動時を除き、リーチアク
ションが一切行なわれないので、ＳＴを速やかに消化することができる。
【００９９】
　また、仮にＳＴの終了契機が、例えば「特別図柄が３０回変動したとき」と固定されて
いると、遊技者が「３０回に満たない状態でバトル演出になったから大当りだ」と判断す
ることができるが、ＳＴの終了契機が図１４に示したように３０種類もあるため、こうし
た判断が難しい仕様となっている。なお、特別図柄の変動が１０回以内でＳＴが終わる図
柄は、振分けが各５／２５０であり、振分が１０／２５０である１１回以上でＳＴが終わ
る図柄に比べて選択率が低く設定されている。これにより、１０回以内にバトル演出が発
生した場合には、１１回以上でバトル演出が発生した場合に比べ、大当りとなる可能性が
高いという判断は可能となっている。
【０１００】
　ここで本実施例の構成・状態と、本発明および参考例の構成要件との対応関係を示す。
第１始動口１１および第２始動口１２が本発明の「特別図柄始動口」に相当し、Ｓ３１５
の処理が本発明の「特別図柄変動手段」に相当し、変動テーブル１が参考例の「当選変動
テーブル」に相当し、変動テーブル２が本発明の「終了変動テーブル」に相当し、変動テ
ーブル３および変動テーブル４が本発明の「継続変動テーブル」に相当し、Ｓ７１５～Ｓ
７２５の処理が本発明の「特典付与手段」に相当し、Ｓ２９５およびＳ３０５の処理が本
発明の「変動パターン選択手段」に相当し、Ｓ２９０およびＳ３１０の処理が本発明の「
特別図柄決定手段」に相当し、大当り決定用乱数および大当り図柄決定用乱数が本発明の
「特別図柄決定用乱数」に相当し、確変機能が本発明の「特典」に相当し、図１４におい
て確変機能として表示されている特別図柄の変動回数が本発明の「規定回数」に相当し、
図１７および図１８において各図の左上に表示されている３，８，７などの数字が演出図
柄に相当し、これらを演出図柄表示装置６に表示する処理が本発明の「演出図柄表示手段
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」に相当し、図１７（ａ）～図１７（ｅ）、図１８（ｆ）～図１７（ｈ）、及び図１８（
ｊ）の画像を演出図柄表示装置６に表示する処理が参考例の「当選演出画像表示手段」に
相当し、図１７（ａ）、図１７（ｂ）、図１７（ｄ）、図１８（ｆ）、図１８（ｈ）、図
１８（ｉ）の画像を演出図柄表示装置６に表示する処理が本発明の「終了演出画像表示手
段」に相当する。なお、「当選演出画像表示手段」と「終了演出画像表示手段」とで重複
している画像は、両演出画像表示手段の双方で表示される画像である。なお、第１実施例
では時短機能を本発明の「特典」と解釈することもでき、その場合は図１４において時短
機能として表示されている特別図柄の変動回数が本発明の「規定回数」に相当する。
［実施例２］
【０１０１】
　本発明の第２実施例について図１９～２１を用いて説明する。なお、本実施例は実施例
１と共通点が多いため、異なる点のみを重点的に説明する。
　まず、第２実施例における当り図柄と、各当り図柄が選択される確率と、各大当り図柄
に対応して発生した大当りの後に遊技者に付与される特典等の内容を、図１９に示す。本
図は第１実施例の図１４に相当するもので、図１４との違いは、時短機能の終了契機が、
当り図柄に関わらず特別図柄が３０回変動することとなっている点である。これは図１３
のＳ７３５で時短回数として３０がセットされることにより実現される。つまり、ＳＴが
終了（確変機能が消滅）しても、時短機能は最大３０回まで継続することになる。例えば
図柄２０で大当りとなった場合、大当り遊技の終了後、特別図柄が最大２０回変動される
まで高確率状態が継続する（ＳＴ状態となる）。このＳＴ中、時短機能も作動するが、こ
のＳＴ状態が終了しても更に１０回、特別図柄が変動されるまで時短機能が継続する（図
柄３０は除く。図柄３０は確変機能の終了契機が特別図柄が３０回変動することであるた
め、ＳＴの終了と共に時短も終了する）。なお、大当り図柄決定用乱数の値から図柄１～
図柄３０を決定する方法は第１実施例と同じである。そのため各図柄の振分けも第１実施
例と同じ値となっている。
【０１０２】
　ＳＴが終了し、時短機能のみが残っている状態における変動パターンを決定する過程を
図２０，２１に示す。なお、図２０には遊技状態が確変かつ時短の場合、および通常状態
（非時短状態）における変動テーブルの選定方法も示した。これらについては、各変動テ
ーブルの内容も含め、第１実施例と同じである。遊技状態が通常（低確率）かつ時短状態
（つまりＳＴによる高確率状態が消滅して時短状態のみが残った状態。図２０では通常時
短と表記）においては、大当り判定の結果が大当りであれば、変動テーブル１１が選択さ
れる。大当り判定の結果がハズレの場合は、リーチ判定用乱数の値に基づいて変動テーブ
ルを選択する。すなわちリーチ判定用乱数の値が０～４であれば変動テーブル１２が選択
され、５であれば変動テーブル１３が選択され、６～２２８であれば、現在の第１保留記
憶の数に基づいて選択する変動テーブルを変更する。すなわち、第１保留記憶の数が０ま
たは１であれば変動テーブル１４が選択され、２～４であれば変動テーブル１５が選択さ
れる。
【０１０３】
　変動テーブル１１～１５の概要は図２１のようになっている。なお、変動テーブル１～
１０の概要は第１実施例の図１６と共通であり、また「○」「×」の意味も第１実施例と
共通である。変動テーブル１１は前述のように大当りとなる場合に選択される変動テーブ
ルであるため、リーチアクションを行なう変動パターンのある変動テーブルとなっており
、スーパーリーチを行なうので平均変動時間が６０秒と長くなっている。当否判定の結果
がハズレで、リーチ判定用乱数の値が０～４の場合に選択される変動テーブル１２は、ス
ーパーリーチ以外のリーチアクションを行なう変動パターンを含んでおり、平均変動時間
が２５秒となっている。同じくリーチ判定用乱数の値が５の場合に選択される変動テーブ
ル１３は、スーパーリーチを行なう変動パターンを含んでおり、平均変動時間が５５秒と
なっている。リーチ判定用乱数の値が６～２８８の場合に選択される変動テーブル１４，
１５についてはリーチアクションが行なわれることはない。そして変動テーブル３，４な
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どと同様、第１保留記憶の数が多い場合（具体的には２～４）に選択される変動テーブル
１５の方が、第１保留記憶の数が少ない場合（具体的には０～１）に選択される変動テー
ブル１４よりも平均変動時間が短くされている。
【０１０４】
　このように構成されたパチンコ機５０によれば、第１実施例による効果に加え、ＳＴが
終了（確変機能が消滅）しても、時短機能が最大３０回作動するので、遊技の有利度（例
えば確変機能が１回で終了した場合と３０回で終了した場合）の落差を軽減することがで
きる。
【０１０５】
　ここで本実施例の構成と、本発明の参考例の構成要件との対応関係を示す。なお、第１
実施例と相当する構成が同じものについては省略した。ゲート１７が参考例の「普通図柄
始動口」に相当し、普通図柄表示装置７に表示される普通図柄を変動させる主制御装置８
０が参考例の「普通図柄変動手段」に相当し、Ｓ７３５の処理が参考例の「開放延長発生
手段」に相当する。
［他の実施例］
【０１０６】
　第１実施例、第２実施例のいずれも、ＳＴ時以外にはバトル演出が発生しない仕様であ
ったが、ＳＴ時以外の遊技状態においても、バトル演出が発生するように構成してもよい
。但し、この場合もＳＴ中については、そのＳＴの終了契機である最後の特別図柄の変動
と、当りと判定されたときのみ、バトル演出が表示されるようにする。この態様では、バ
トル演出を見た遊技者は、ＳＴ中にのみ、勝つと大当り、負けるとＳＴ終了という、落差
の大きいリーチアクションを体験することができる。ＳＴ中以外にこのバトル演出を見た
場合には、勝つと大当り、負けると単なるハズレという、従来どおりのリーチアクション
を体験することになる。
【０１０７】
　また、ＳＴ中においても、バトル演出以外のリーチアクション（非バトル演出と呼ぶこ
とにする）は出現するように構成してもよい。こうした構成にするには、変動テーブル３
、４の少なくとも一方に非バトル演出を入れることになる。但しこれだけでは、非バトル
演出が行なわれた際にはハズレが確定してしまうので、該非バトル演出と少なくとも導入
部は同じで、大当りに至るリーチアクションを、変動テーブル１に入れることが望ましい
。この場合には、バトル演出が出た場合のみ、前述した落差の大きいリーチアクションを
体験することができ、前記非バトル演出が出た場合は、図柄が揃えば大当り、揃わなけれ
ば単なるハズレ（ＳＴ継続）という、従来機のＳＴ中のリーチアクションを体験すること
になる。
【０１０８】
　また、第１実施例、第２実施例のいずれも、「勝つと大当り、負けるとＳＴ終了」とい
う、落差の大きいリーチアクションはバトル演出であったが、バトル演出以外のリーチア
クションを、このような落差の大きいリーチアクション（ＳＴ終了演出と呼ぶことにする
）にしてもよい。この場合も、第１実施例、第２実施例と同様、ＳＴ中のハズレとなる特
別図柄の変動（ＳＴの終了契機となる最後の特別図柄の変動を除く）では、ＳＴ終了演出
は一切おこなわず、ＳＴの終了契機となる最後の特別図柄の変動、およびＳＴ中の当りと
なる特別図柄の変動では必ずＳＴ終了演出を行なうようにするとよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　６：　演出図柄表示装置　　　　　　　７：　普通図柄表示装置
　９：　特別図柄表示装置　　　　　　１１：　第１始動口
１２：　第２始動口　　　　　　　　　１４：　大入賞口
１７：　ゲート　　　　　　　　　　　５０：　パチンコ機
８０：　主制御装置　　　　　　　　　８３：　サブ統合制御装置
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２１】



(31) JP 5945665 B2 2016.7.5

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－００５１５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３４０５５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０００５６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４６１６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２３９９７９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

